
リフォームに関する優遇制度については、補助⾦と優遇制度
がありますが、補助⾦に関しては国や地⽅公共団体から交付
されるものがあり、対象となる工事や期間などは様々です。
優遇制度についても対象となる⼯事や併⽤利⽤の可否など
様々です。

【補助⾦について】
現在国が⾏っている補助⾦制度は終了しています。
その他補助⾦については、お住まいの地域の自治体に
お問い合わせ下さい。
以下より地⽅公共団体が実施するリフォーム⽀援制度を検索以下より地⽅公共団体が実施するリフォーム⽀援制度を検索
出来ます。
http://www.j-reform.com/reform-support/

【優遇税制の種類】
１．所得税の控除
２．固定資産税の減額
３．贈与税の非課税措置
４．登録免許税の軽減
５．不動産取得税の特例措置
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